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＜出張の取り扱いに関するＱ＆Ａ＞ 

出張の場合、社員に通常の勤務場所以外の場所で業務を行わせるため、労働基準法や労災保険法での取り扱いが通常勤務の場合と 

異なるケースがあります。今月号は出張中の労働時間、移動時間の取り扱いや労災保険の取り扱いなど、出張に関する取り扱いに 
ついてＱ＆Ａで解説します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ｑ６】海外出張時の労働時間の取り扱いは？ 
 

【Ａ６】 海外にいても、日本国内の法人に雇用されたまま単

に出張しているだけということであれば、日本の労働基準法が

適用されます。そのため、出張中の労働時間と日本での労働時

間を通算して、１日や１週の法定労働時間を超えてしまうとき

は、当然割増賃金を支払わなければなりません。 

  

 日本と海外の出張先では時差の関係で曜日や時間が異なる

ため、どちらの曜日や時間を採用するかが問題になります。 

 

【出張先の曜日や時間を採用する場合の問題点】 

⇒時差の関係で１日が２４時間より長くなったり、１週が７日

以上になる場合があります。 

 

【出張先でも日本の曜日や時間を採用する場合の問題点】 

⇒出張先で日中に勤務したにもかかわらず、日本時間では深夜

業にあたってしまうなどの問題が出てきます。 

 

今のところ、海外出張時の曜日や時間の取り扱いについて法

令や行政解釈は示されておりませんので、どちらの曜日や時間

を採用するかは、労働基準法の趣旨に反しない限り、労使で決

定できるものと考えられています。 

【Ｑ５】出張中の労災保険の取り扱いは？ 
 
【Ａ５】労災保険が適用されるかどうかの判断は、大きく分け

て①業務遂行性と②業務起因性の２つにより判断されます。 

 

①【業務遂行性】… 労働者が事業主の支配下にある状態を 

いい、これが認められれば労災（業務災害）となります。 

 

⇒出張中は、出張先で行う業務の進めかたや成果について、 

包括的に会社に対する責任を負っていると考えられている 

ため、出張過程のすべてにおいて業務遂行性が認められます。

そのため、自宅から出張先に移動する際にケガをした場合で

も、通勤災害ではなく業務災害になります。 

 

②【業務起因性】… 対象となる傷病などが、業務を行って 

いたことを原因として発生したものであることをいい 

ます。 

 

⇒出張中に発生した災害は、私的行為や恣意的な行為に基づく

ものでない限りは業務起因性が認められます。 

そのため、業務とはまったく関係のないことをしてケガをした

場合や、出張中に夜飲みに行った際に起きた事故などについて

は労災が認められないということになります。 

【Ｑ２】出張中の休日の取り扱いは？ 

 
【Ａ２】出張の途中に休日がある場合、休日出勤命令や振替休

日の指定が行われない限り、その日は所定休日として取り扱わ

れることになります。 

 

考え方は通常の休日と同じで、その所定休日に業務を行った

場合には、その日は休日労働または時間外労働としての割増賃

金を支払わなければなりません。 

【Ｑ１】出張中の労働時間のカウント方法は？ 

 
【Ａ１】上司が同行する場合や、いつでも連絡できる状態に 

あるなど、労働時間が把握できる場合は実際の労働時間に基づ

いて労働時間をカウントします。 

 

例外として、単独で出張する場合など、労働時間が算定しが

たいと認められる場合に限り、「みなし労働時間制」の考え方

を基に、所定労働時間労働したものとみなすことはできます

が、出張後に会社に戻って勤務をした場合には、その分の労働

時間は別途計算して労働時間にカウントしなければなりませ

んので注意が必要です。 

労 務 情 報 

牧山労務管理事務所 

※ 詳細につきましては、当事務所までご連絡ください。 
 

【Ｑ３】出張中の移動時間の取り扱いは？ 

 

【Ａ３】例えば、休日に出張先に移動する際に、業務に必要な

物品の監視をしなければならないようなケースでは、移動時間

も労働時間としなければなりませんが、業務に必要な物品の監

視などの必要がなく、単なる移動の場合には移動時間は直ちに

労働時間とはなりません。 

 

しかし、休日の移動も出張命令に含まれるとされる場合もあ

りますので、休日の移動について一定の出張手当（金額は通常 

の賃金でなくても構いません）を支給するなどの代償措置を講 

ずることが望ましいといえます。 

【Ｑ４】出張命令を拒否できるの？ 
 
【Ａ４】出張とは、社員に通常の勤務場所以外の場所で業務を

行わせることをいい、原則として、会社は就業規則に定めがな

くても社員に出張を命じることができます。 

 

ただし、例外として、政治的に不安定な地域や治安が悪い地

域への出張、長期にわたる出張、海外出張などの場合は、就業

規則にそれらの出張命令の根拠となるルールを定め、対象者の

同意を得て出張を命じる必要があります。 

判例でもこれらの出張については労働者に拒否権が認めら

れ、出張を強要することはできないとされたものがあります。 


